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志木市立宗岡小学校いじめ防止のための基本方針 
 

 
１ いじめの定義といじめに対する本校の基本認識 
  「いじめ」とは「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、

当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象

となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」である。 

（平成２５年度 文部科学省「いじめ防止対策推進法」総則より抜粋） 

上記の考え方のもと、本校では全ての職員が「いじめは，どの学校にも、どの学級に

も、どの児童にも起こりうるものである」という基本認識にたち、全校の児童（生徒）

が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「いじめ防止基

本方針」を策定する。  

 

いじめ防止に対する５つの基本姿勢 

（１）いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。  

（２）豊かな体験的活動を通して、温かい人間関係づくりを目指す。 

（３）いじめの早期発見のために、様々な措置を速やかに講じる。  

（４）いじめの早期解決のために、児童の些細な変化も見逃すことなく、適切な相談活

動を行い、保護者との連携・支援・助言を組織的に行う。 

（５）学校、教育委員会、保護者及び関係機関が連携して対応する。  

 

２ 学校いじめ防止基本方針の策定 
（１）学校は、国、県及び市の基本方針を参酌し、当該学校の実情に応じた学校いじめ 

防止基本方針(以下「学校基本方針」という。)を策定する。(法第１３条)。 

（２）学校基本方針は、いじめ防止等の基本的な取組みの内容等について定める。 

（３）学校は、学校基本方針を策定した後、速やかに公表し、保護者、地域の理解と協 

力が得られるよう努める。 

 

３ いじめ根絶に向けた年間行事計画の策定（別紙） 
 

４ いじめ防止等に取り組む校内組織の設置 
（１）学校は、いじめ防止等に実効的に取組むため、管理職、教務主任（主幹教諭）、

生徒指導主任、教育相談主任、生徒指導部員、養護教諭や必要に応じて該当する

学級担任やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、等により構成

される校内組織（「いじめ防止対策委員会」）を設置する。(法第２２条)。 

また、必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、教員・警察官経験

者、ＰＴＡ、地域の方など外部専門家等が参加しながら対応することにより、よ

り実効的ないじめ問題の解決に資するよう工夫する。 

（２）いじめ防止対策委員会は、管理職以下、全教職員の協力体制を確立し、教育委員

会と適切に連携し、いじめの早期対応、未然防止のための中核となる役割を担

う。 

 



（３）いじめ防止委員会の具体的な取組みは、次のとおりである。 

① 学校基本方針に基づく取組の実施や、年間計画の作成・実行・検証・修正。 

② いじめの相談・通報の窓口の設置 。 

③ いじめの疑いに関する情報の共有や、児童の問題行動などに係る情報の収集とい 

じめの未然防止。 

④ いじめ事象に関係のある児童への事実関係の聴取、共通理解に基づく指導や支 

援の体制・対応方針の確立、保護者・関係機関との連携、事後の見届け。 

 

５  いじめの未然防止のための取組  
（１）いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。 

① いじめを許さない学級づくり 

児童一人一人を大切にした指導を展開し、児童たちが主体的にいじめの未然防止に

取り組む学級を経営するために、次のことを実践する。 

ア 話合いなどを通して、児童がいじめについて考えること。 

・学級活動の充実によって、よりよい人間関係の構築をさせる。 

・生活目標の具体的な行動目標を設定し、いじめがない規律ある態度を養う。 

イ 見て見ぬふりをしないよう指導すること。 

ウ 自らの意志によって、行動がとれるように指導すること。 

エ いじめは許さないという断固たる教師の姿勢を示すこと。 

・普段の授業、休み時間、給食・清掃中に児童達の実態を把握し、課題がある場

合は、毅然とした指導を行う。 

オ 道徳教育を充実させる。 

カ 特別活動を通して、好ましい人間関係を築くこと。 

キ 学校・学年行事等を通して、学級の連帯感を育てること。 

・学校教育全体を通じて、児童の人間関係を把握し、豊かな人間性を高められる

よう指導にあたる。 

・各学校行事、学年行事を通して、同学年内や異学年間で、よりよい人間関係を

作り、いじめの未然防止につなげる。 

ク 発達障害を含む、障害のある児童について、その特性の理解を深めるととも 

に適切な指導、支援を行う。 

ケ 海外から帰国した児童、外国人の児童など、外国との自国の文化の差から児

童が困難さを抱えることのないように、国際理解教育の推進や支援を行う。 

コ 性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に対するいじめを防止する

ために、教職員が正しい理解のもと、必要に応じて当該児童を支援していく。 

② 家庭との連携を図る道徳教育 

・全学級で道徳の授業公開を行い、心と心の連携を図るなど道徳教育を充実させ

る。 

 

（２）児童が主体となって、豊かに生活することのできる学校づくりを目指す。 

① 挨拶運動の推進 

関わりを豊かにし、思いやりや感謝の心をもって周囲に応えようとする心情を高

めるために、児童会で話し合い、校内での挨拶運動を行う。 

 



② 豊かな心をはぐくむ道徳教育の充実 

あらゆる教育活動を通じて、児童の豊かな情操と道徳心を培うため、全教職員の

共通理解のもと道徳教育及び体験活動を充実させる。 

③ 互いに尊重し合う意識を高める人権教育の推進 

自分や他の人の個性や生命を大切にする気持ちを養い、人権を尊重する教育を推

進する。 

④ 学ぶ喜びを味わえる学習指導の実践 

児童が主体的に考え、判断し、表現する学習を通して、児童が学ぶ喜びを味わう

ことのできる授業を展開する。 

⑤ 児童の主体的な活動に基づく児童会活動などの特別活動の推進 

学級タイム、委員会活動、クラブ活動などの異学年交流や児童の自主的な活動を

通して、よりよい人間関係を構築させるため、特別活動を充実させる。 

⑥ 家庭、地域との連携強化 

学校応援団、ＰＴＡ、地域や関係団体との連携をさらに推進する。 

 

６  いじめの早期発見のための取組  
（１）日常的に子どもの様子や行動を観察し、また、教育相談を行い、「開かれた学校 

   づくり」の中で、保護者と連携を図りながら、変化の把握に努める。 

（２）いじめの実態を適切に把握するため、アンケートの活用、各授業におけるアンケ

ートや日記帳、作文による定期的な調査により早期発見に努める。 

（３）児童及びその保護者並びに教職員が、いじめに係る悩み等を抵抗なく、いつでも

相談できる体制を整備する。 

 

７ いじめの対処のための取組 
（１）いじめを受けた児童に対する支援、並びにその保護者に対する情報提供と支援を行 

う。 

（２）いじめを行った児童に対する指導、並びにその保護者に対する助言を行う。 

（３）周りではやし立てる児童、見て見ぬふりをする児童等、傍観者はいじめ行為への加

担と同じであることに気付かせる指導を行う。 

（４）教職員がいじめを発見し、または相談を受けた場合には、速やかに学校いじめ対策

組織に対して当該いじめに係る情報を報告し、学校の組織的な対応につなげる。い

じめに係る情報を担当者だけで抱え込まないように、どんな些細な情報でも共有を

進める。 

（５）いじめられている児童の心の傷を癒すために、スクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカー、及び養護教諭と連携を取りながら支援する。 

（６）インターネット（携帯やパソコン等）を通じて行われる不適切な書き込み等につい

ては、被害の拡大を防ぐため、学校全体での指導と直ちに削除等の措置を行い、必

要に応じて、教育委員会その他の関係機関等の協力や援助を求める。 

（７）いじめに係る行為が止んだ後でも、安易に解消と考えない。再び、被害者にとっ

て、心理的または物理的な影響を与える行為が少なくとも３ヶ月は行われていない

ことを見守ることが必要である。また、面談等を行い、いじめが止んでいる状態に

なっていることを確認する。 

 



８ 関係機関と連携した取組 
自校のいじめの実態や対応方針等について、懇談会、学校だよりおよびホームページ

等を通じて積極的に情報発信し、学校と保護者・地域が一体となったいじめ対応の体制

を構築する。 

９ 校種間および関係機関との一層の連携 

（１）小学校・中学校間における的確な情報伝達 

小中連携の視点も踏まえ、定期的に異校種間でいじめ等にかかわる情報連携を行う。 

また、生徒指導上の課題を小中学校間で共有しながら、日々の指導を行う。 

（２）小学校・幼稚園・保育園等における的確な情報伝達 

入学前の園児について情報連携を行い、児童の実態に応じた組織運営を行えるように

していく。 

（３）関係機関との情報共有及び行動連携 

いじめの要因は様々であることから、志木市立教育サポートセンター、子ども家庭

課、福祉課、児童相談所および警察等との情報共有と行動連携を継続的に行う。 

１０ 重大事態への対処 

児童や保護者が、いじめにより生命・心身又は財産に重大な被害を受けた疑いや、

相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を

行う。 

① 重大事態が発生した旨を、教育委員会に速やかに報告する。 

② 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。 

③ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。 

④ 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の

必要な情報を適切に提供する。 

１１ 学校評価における留意事項 

いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次

の２点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。 

① いじめの早期発見に関する取組に関すること。 

② いじめの再発を防止するための取組に関すること。 

 

 

平成２６年５月３０日策定 

平成３０年３月３０日改訂 

令和２年３月３０日改訂 

令和５年９月７日改訂 

令和６年３月７日改訂 



（別紙） いじめ防止に向けた年間行事計画 

月 年 間 活 動 等 

４月 教職員研修（学校基本方針の共通理解） 

学年主任会 生徒指導会議 

５月 人権作文の取組 第１回児童対象生活アンケート実施 

生徒指導会議 

６月 生徒指導会議 

７月 「ネットモラル啓発及びネットいじめ防止」（５年）  

学年主任会 生徒指導会議 

８月  

９月 生徒指導会議 

１０月 生徒指導会議 第２回児童対象生活アンケート実施 

弁護士によるいじめ予防授業（５年） 

１１月 「いじめ撲滅強調月間」「子供・若者育成支援強調月間」への取組 

生徒指導会議 

１２月 学年主任会 生徒指導会議 

１月 人権教育に係る集会指導（人権標語の取組） 

生徒指導会議 

２月 第３回児童対象生活アンケート実施 

「学校いじめ防止のための基本方針」改善検討 

生徒指導会議 

３月 今年度の課題の検討及び新年度の取組の検討 

学年主任会 生徒指導会議 

 


